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知多市空家等対策計画「第４章 空家等対策の展開」より 

 

知多市空家等対策計画では、空家等に対する６つの課題に対応した６つの柱を設定し、

課題を解決するための各種対策を実施・検討することとしています。 

 

 

  １－１ 広報・パンフレット等の作成・周知 

  １－２ 相談会・セミナー等の開催 

１－３ 空家等の発生抑制に役立つ制度の紹介 

 

 

 

  ２－１ 相談体制の継続 

  ２－２ 早期発見のための体制づくり 

２－３ 空家等データベースの運用 

 

 

 

３－１ 適切な維持管理に役立つ情報提供 

 

 

 

  ４－１ 空家等の所有者等と利活用希望者とのマッチング 

４－２ 空家等の利活用に役立つ制度の紹介 

４－３ 地域に役立つ利活用の促進 

 

 

 

５－１ 空家等の除却に関する情報提供・支援 

５－２ 跡地活用の支援 

 

 

 

６－１ 危険な空家等への緊急的な対応 

６－２ 特定空家等の判断及び空家特措法に基づく措置の実行 

６－３ 所有者が不明な場合の対応 

 

対策の柱 1 空家等に対する関心を高めます 

対策の柱６ 管理不全となった空家等の解消に努めます 

知多市空家等対策の概要 

 

対策の柱２ 空家等の把握に努めます 

対策の柱３ 空家等の適切な維持管理を支援します 

対策の柱５ 空家等の除却及び除却後の跡地活用を進めます 

対策の柱４ 空家等の利活用を進めます 


